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────────────────────────────────────────── 

令和２年 第１回（定例）高 鍋 町 議 会 会 議 録（第２日） 

                           令和２年３月６日（金曜日） 

────────────────────────────────────────── 

議事日程（第２号） 

                       令和２年３月６日 午前10時00分開議 

 日程第１ 議案第１号 令和元年度高鍋町一般会計補正予算（第９号） 

 日程第２ 議案第２号 令和元年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

 日程第３ 議案第３号 令和元年度高鍋町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第４ 議案第４号 令和元年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第５号） 

 日程第５ 議案第５号 令和元年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第６ 議案第６号 令和元年度高鍋町一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計補正予算（第

１号） 

 日程第７ 議案第７号 権利の放棄について 

 日程第８ 議案第８号 土地改良事業計画の変更について 

 日程第９ 議案第９号 町道路線の認定について 

 日程第10 議案第10号 高鍋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部改正について 

 日程第11 議案第11号 高鍋町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改

正について 

 日程第12 議案第12号 高鍋町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関

する条例の一部改正について 

 日程第13 議案第13号 高鍋町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正について 

 日程第14 議案第14号 高鍋町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正について 

 日程第15 議案第15号 高鍋町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 日程第16 議案第16号 高鍋町美術館の設置及び管理に関する条例等の一部改正につい

て 

 日程第17 議案第17号 高鍋町男女共同参画推進条例の制定について 

 日程第18 議案第18号 高鍋町附属機関設置条例の一部改正について 

 日程第19 議案第19号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について 

 日程第20 議案第20号 令和２年度高鍋町一般会計予算 

 日程第21 議案第21号 令和２年度高鍋町国民健康保険特別会計予算 

 日程第22 議案第22号 令和２年度高鍋町後期高齢者医療特別会計予算 
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 日程第23 議案第23号 令和２年度高鍋町下水道事業特別会計予算 

 日程第24 議案第24号 令和２年度高鍋町介護認定審査会特別会計予算 

 日程第25 議案第25号 令和２年度高鍋町介護保険特別会計予算 

 日程第26 議案第26号 令和２年度高鍋町一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計予算 

 日程第27 議案第27号 令和２年度西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計予算 

 日程第28 議案第28号 令和２年度高鍋町工業用地造成事業特別会計予算 

 日程第29 議案第29号 令和２年度高鍋町水道事業会計予算 

──────────────────────────────── 

本日の会議に付した事件 

 日程第１ 議案第１号 令和元年度高鍋町一般会計補正予算（第９号） 

 日程第２ 議案第２号 令和元年度高鍋町国民健康保険特別会計補正予算（第５号） 

 日程第３ 議案第３号 令和元年度高鍋町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号） 

 日程第４ 議案第４号 令和元年度高鍋町下水道事業特別会計補正予算（第５号） 

 日程第５ 議案第５号 令和元年度高鍋町介護保険特別会計補正予算（第４号） 

 日程第６ 議案第６号 令和元年度高鍋町一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計補正予算（第

１号） 

 日程第７ 議案第７号 権利の放棄について 

 日程第８ 議案第８号 土地改良事業計画の変更について 

 日程第９ 議案第９号 町道路線の認定について 

 日程第10 議案第10号 高鍋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一

部改正について 

 日程第11 議案第11号 高鍋町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改

正について 

 日程第12 議案第12号 高鍋町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関

する条例の一部改正について 

 日程第13 議案第13号 高鍋町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部改正について 

 日程第14 議案第14号 高鍋町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を

定める条例の一部改正について 

 日程第15 議案第15号 高鍋町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について 

 日程第16 議案第16号 高鍋町美術館の設置及び管理に関する条例等の一部改正につい

て 

 日程第17 議案第17号 高鍋町男女共同参画推進条例の制定について 

 日程第18 議案第18号 高鍋町附属機関設置条例の一部改正について 

 日程第19 議案第19号 地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備

に関する条例の制定について 
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 日程第20 議案第20号 令和２年度高鍋町一般会計予算 

 日程第21 議案第21号 令和２年度高鍋町国民健康保険特別会計予算 

 日程第22 議案第22号 令和２年度高鍋町後期高齢者医療特別会計予算 

 日程第23 議案第23号 令和２年度高鍋町下水道事業特別会計予算 

 日程第24 議案第24号 令和２年度高鍋町介護認定審査会特別会計予算 

 日程第25 議案第25号 令和２年度高鍋町介護保険特別会計予算 

 日程第26 議案第26号 令和２年度高鍋町一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計予算 

 日程第27 議案第27号 令和２年度西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計予算 

 日程第28 議案第28号 令和２年度高鍋町工業用地造成事業特別会計予算 

 日程第29 議案第29号 令和２年度高鍋町水道事業会計予算 

──────────────────────────────── 

出席議員（13名） 

１番 田中 義基君       ２番 永友 良和君 

３番 八代 輝幸君       ５番 松岡 信博君 

６番 後藤 正弘君       ７番 黒木 博行君 

８番 黒木 正建君       10番 古川  誠君 

11番 中村 末子君       12番 春成  勇君 

13番 日髙 正則君       15番 緒方 直樹君 

16番 青木 善明君 

──────────────────────────────── 

欠席議員（１名） 

14番 杉尾 浩一君 

──────────────────────────────── 

欠  員（なし） 

──────────────────────────────── 

事務局出席職員職氏名 

議会事務局長 川野 和成君   事務局長補佐 岩佐 康司君 

議事調査係長 橋本 由香君                 

──────────────────────────────── 

説明のため出席した者の職氏名 

町長 …………………… 黒木 敏之君   副町長 ………………… 児玉 洋一君 

教育長 ………………… 川上  浩君   農業委員会会長 ……… 坂本 弘志君 

代表監査委員 ………… 黒木 輝幸君                      

総務課長兼選挙管理委員会事務局長 ……………………………………… 河野 辰己君 

財政経営課長 ………… 徳永 惠子君   建設管理課長 ………… 惠利 弘一君 

農業政策課長 ………… 横山 英二君   農業委員会事務局長 … 飯干 雄司君 
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地域政策課長 ………… 渡部 忠士君                      

会計管理者兼会計課長 ……………………………………………………… 鳥井 和昭君 

町民生活課長 ………… 山下 美穂君   健康保険課長 ………… 宮越 信義君 

福祉課長 ……………… 中里 祐二君   税務課長 ……………… 杉  英樹君 

上下水道課長 ………… 吉田 聖彦君   教育総務課長 ………… 野中 康弘君 

社会教育課長 ………… 稲井 義人君                      

──────────────────────────────── 

午前10時00分開議 

○議長（青木 善明）  おはようございます。只今から本日の会議を開きます。 

 この際、議会運営委員会の報告を求めます。委員長、永友良和議員。 

○議会運営委員会委員長（永友 良和君）  おはようございます。ついに宮崎県内でも新型

コロナウイルスの発症患者が出たということで緊張感が高まる中、昨日、議長室におきま

して、午前１１時より議会運営委員全員、議長、副議長はオブザーバーとして出席、議会

事務局より２名が参加し、臨時の議会運営委員会を開催いたしましたので内容の報告をい

たします。 

 今定例議会では、新型コロナウイルス予防のため、本議会場及び各常任委員会及び特別

委員会の審査時におきましても、全員、マスクの着用、また、傍聴者の方々に対しまして

もマスクの着用及び傍聴の自粛を、昨日、回覧を通してお願いしたところでございます。 

 なお、本会議場など４０人近くが集まる場所では、できるだけ一緒にいる時間を短縮す

るために、質疑及び答弁とも短縮、端的にしていただければ幸いであります。 

 議員各位、執行部の皆さんの御協力をお願いし、御報告といたします。 

────────────・────・──────────── 

日程第１．議案第１号 

○議長（青木 善明）  日程第１、議案第１号令和元年度高鍋町一般会計補正予算（第

９号）を議題といたします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番、中村末子。今回の補正予算は調整が多いようですけれ

ども、項目ごとにきちんと説明を求めたいと思います。 

 手話通訳が確保できなかった原因は何でしょうか。 

 栄養士が途中退職しても運営に支障は来たさなかったのか。 

 エコクリーンの損害賠償について裁判の流れの説明を求めます。 

 増額した部分で、補助要綱の違いか、それとも単なる見込み違いかなど説明をしていた

だきたいと思います。 

 また、この案件にコロナウイルス対策などの予算がなかったのはなぜか。また、ないと

すれば、どのようにこれから対策を講じていくのか、その概要をお聞かせ願いたいと思い

ます。 
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○議長（青木 善明）  福祉課長。 

○福祉課長（中里 祐二君）  福祉課長。福祉課関係の部分についてお答えをしたいと思い

ます。 

 まず、手話通訳者の確保というところについてなんですけれども、昨年の３月で前任の

嘱託員が退職をしました。それ以降、町の広報等を通じて募集をしておりましたが応募が

なく、その後、宮崎県聴覚障害者協会へ紹介依頼をしておりましたが、そこでも適任者が

見つかりませんでした。同様に高鍋町手話サークルとも相談をしたところです。その後、

ハローワークのほうに求人票を出しましたが、今現在も応募がないという状況でございま

す。新年度においては、手話通訳士という資格要件をとりまして、手話ができる方という

ことで要件を緩和して募集をしているところでございます。 

 次に、歳出の部分で増額補正のあった要因なんですけれども、宮崎市総合発達支援セン

ター負担金の増につきましては、平成３０年度の利用者の確定によりまして、その利用者

がふえたということによるものでございます。 

 その次に重度障害者医療費の増につきましては、重度心身障害者受給者数の推移が増加

する見込みであるということから、所要の増額補正をするというものです。 

 それから、県負担金返還金ですけれども、こちらは平成３０年度の宮崎県障害者医療費

負担金の実績の確定に伴います負担金の返還でございます。 

 あと、私立保育園委託料の増なんですけれども、保育園などを運営するために必要とさ

れる運営費のうち、保育士等の人件費が国家公務員の給与に準じて算定されている関係で

人事院勧告分も加味をされております。このことから、人件費の増額があったためでござ

います。 

 以上でございます。 

○議長（青木 善明）  健康保険課長。 

○健康保険課長（宮越 信義君）  健康保険課長。健康保険課関係部分についてお答えいた

します。 

 まず、増額要因となった部分でございますが、母子保健費が該当しております。こちら

につきましては、１２月までの母子健康手帳交付数が伸びておりまして、このままでは健

診費用が不足すると見込まれることから、増額補正を今回したものでございます。 

 次に、管理栄養士が途中退職ということの支障ということでございますけれども、本人

からは数カ月前までに連絡をいただいておりまして、業務に特段支障を来たしてはおりま

せん。 

 以上でございます。 

○議長（青木 善明）  町民生活課長。 

○町民生活課長（山下 美穂君）  町民生活課長。戸籍住民基本台帳費、負担金補助及び交

付金２８２万８,０００円の増額補正につきましては、国の想定によりまして増加が見込

まれますマイナンバーカードの交付申請に対応するための設備の拡張に係る費用等により、
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歳入として事業費補助金、歳出として地方公共団体情報システム機構への関連事務委任交

付金を増額するものでございます。 

 次に、エコクリーンプラザみやざきに係る損害賠償金についてでございます。 

 今回の損害賠償金８８４万５,０００円につきましては、浸出水調整池の破損及び塩化

物処理能力の不足により、宮崎県環境整備公社が平成２２年４月に設計業者及び施工業者

に対しまして損害賠償請求訴訟を起こしました。 

 令和元年７月に判決が確定いたしまして、損害賠償金及び遅延損害金として認められま

した１４億９,８９２万円につきまして、費用等を差し引き、残りを当該期間のごみ量割

等により案分して清算されたものでございます。 

 また、毎年１,９９８万円を補強工事及びその関連事業費として県環境整備公社へ貸付

金として支出しておりましたけれども、こちらも裁判が結審しましたことにより、全額を

返済されたところでございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  地域政策課長。 

○地域政策課長（渡部 忠士君）  地域政策課長。地域政策課関係部分につきましてお答え

をさせていただきます。 

 地域政策課、増減の理由でございますけれども、細目の商工業振興費でございますけれ

ども、企業立地奨励に係ります雇用促進奨励金が１社分──１社と申しますのは株式会社

餃子の馬渡でございますけれども、確定しましたことによります２４０万円の増額でござ

います。 

 ふるさと納税推進事業費につきましては、歳入歳出ともに１億３,０００万円の増額を

しておりますけれども、今後の支出見込み額を精査いたしまして、実質の事業経費といた

しましては１,８６４万７,０００円を減額しております。 

 寄附額から経費を差し引きました残額を積立金に計上しておりますけれども、今回１億

４,８６４万７,０００円増額しておりまして、約７億円の基金への積み立てができる見込

みでございます。 

 以上でございます。 

○議長（青木 善明）  農業政策課長。 

○農業政策課長（横山 英二君）  農業政策課長。農業政策課関係部分について御説明させ

ていただきます。 

 まず、５５ページの尾鈴地区土地改良事業費は８６８万８,０００円の増額となってお

ります。この増額の要因は、県営事業染ヶ岡・鬼ヶ久保地区、１期・２期・３期地区につ

きまして、今回、国の補正予算を利用しまして、事業を今年度に前倒しして実施すること

になったことに伴いまして、追加負担金として９２３万８,０００円を計上したことによ

るものでございます。 

 同じく５５ページの防災ダム費につきましては、１０万円の増額となっております。こ



- 41 - 

ちらのほうは県営防災ダム事業につきまして、先ほどのと同じように国の補正予算を利用

して、事業を今年度に前倒しして実施することになったことに伴いまして、追加負担金と

して６０万円を計上したことによるものでございます。 

 同じく５５ページの交流施設費は２１０万６,０００円の増額となっております。こち

らは配管改修工事に伴う温泉の休業に対する営業補償５４９万２,０００円を計上したこ

とが増額の要因でございます。今回の工事により、期間中は全く収入がない状態となりま

すけども、４月の新体制でのオープンまでに従業員の方をつなぎとめておく必要がござい

ますので、今回、人件費分だけを算定して補正予算として計上させていただきました。 

 ５７ページの農政企画費は２９２万８,０００円の増額となっております。こちらのほ

うも国の補正予算事業であります担い手確保・経営強化支援事業補助金の採択を本町の

２名の生産者の方が受けたことによりまして、７０４万４,０００円を計上していること

が増額の要因でございます。 

 同じく５７ページの鳥獣行政事務費は１５万７,０００円の増額となっております。 

野生鳥獣被害防止捕獲支援補助金におきまして、今年度の捕獲実績が当初予算での想定を

超えることが確実となりましたので、３０万７,０００円を増額したことによるものでご

ざいます。ことしの捕獲頭数の見込みは、イノシシ、鹿の親のほうは１３５頭、イノシシ

の子ども、あとタヌキなんかが４０頭、合計１７５頭を見込んでいるところでございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。建設管理課分について御説明いたします。 

 予算書は６３ページになりますが、道路橋梁費につきましては、社会資本整備総合交付

金において、国の補正予算に対応し、中嶋中河原線の安全施設工事の事業費を追加するも

のでございます。 

 また、河川総務費の水門操作委託につきましては、台風や大雨時に水門操作を実施した

ことによる実績に基づく増額でございます。 

 以上でございます。 

○議長（青木 善明）  教育総務課長。 

○教育総務課長（野中 康弘君）  教育総務課長。教育総務課所管におけます主な増額補正

についてお答えをいたします。 

 予算書６７ページの事務局費は、学校等との連絡増により、教育総務課内の電話料の不

足が見込まれること。 

 ６９ページの学校管理費、東小学校費につきましては、２学期以降、問題を抱える児童

への対応のため、学校が保護者との連絡を密にとったことなどによる電話料の不足が見込

まれること。 

 西小学校費につきましては、学校生活支援員の賃金の不足、また、西小、東中、給食セ

ンターの水道代の不足が見込まれるため、増額補正をするものでございます。 
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 以上です。 

○議長（青木 善明）  社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  社会教育課長。社会教育課の増額補正分につきましては

予算書の７１ページですが、図書館費の需用費になります。これは、予算書の２５ページ

にあります一般財団法人正幸会様から、古文書の保存に活用してくださいという趣旨で

２０万円の教育寄附金をいただきました。その歳出といたしまして、古文書修復に係る消

耗品を補正するものです。 

 それから、予算書の７３ページですが、保健体育総務費の報償費、県外大会出場奨励金

ですが、２０万円の増額になります。これは、ここ数年の県外大会出場の実績によって補

正をするものです。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  総務課長。 

○総務課長（河野 辰己君）  総務課長。新型コロナウイルス対策についてお答えをいたし

ます。 

 今般の補正予算におきましては、新型コロナウイルスの対策予算は計上しておりません

が、現行の予算で次亜塩素酸水消毒液を購入しておるところでございます。 

 町におきましては、２月２８日に町長を本部長とする新型コロナウイルス感染症対策本

部を立ち上げまして、毎日、対策本部会議を開催し、町としての対応等を協議するととも

に国・県から通知される情報の共有化を図っているところでございます。 

 また、町民の皆様への情報提供につきましては、町のホームページ等を活用して広報を

しているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。２番、永友良和議員。 

○２番（永友 良和君）  ２番。済みません、委員会審査がありませんので、１点だけ質疑

いたします。 

 ５３ページの負担金補助及び交付金のところの産地パワーアップ事業補助金なんですが、

きのうの詳細説明の中では、課長は、該当する農家がなかったということでマイナス補正

になっておりますが、私は前回の一般質問でもこのことについては、強い農業補助金とと

もに質問の中に入っていたと思うんですが。この産地パワーアップ補助金について、私も

国のほうに、農水省の担当課のほうに問い合わせたところ、１月末ぐらいには県のほうに、

このハードルが高いということで、あってもなかなか使えないということで、国のほうが

県のほうに緩和した状態の文書及び資料を送りますということですが、本町には県を通し

てそういう文書や資料が──緩和された内容──届いているのかどうか、そこだけちょっ

とお伺いいたします。 

○議長（青木 善明）  農業政策課長。 

○農業政策課長（横山 英二君）  農業政策課長。済みません、ちょっと確認はしていない
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ところでございます。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  次に、原案に賛成者の発言を許します。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番。議案第１号令和元年度高鍋町一般会計補正予算（第

９号）について、賛成の立場で討論を行います。 

 現在、全国では、コロナウイルスに対して対応を苦慮している状況です。安倍首相は見

えない敵と称しておりますけれども、いろんなウイルスに対応できるよう国立感染症研究

所への予算減額やダイヤモンド・プリンセス号の中でウイルスを培養したのではないかと

批判を諸外国からも浴びております。 

 その船に、宮崎県でも３名が乗船していたことは報道で明らかにされていますが、昨日、

宮崎県でも、アメリカから帰ってこられた方、報道がありました。個人情報であることな

どから経過観察をしているとの県の報告ですけれども、宮崎県では対応できる状況が少な

いと聞いております。 

 高鍋でも、いち早く対策会議を立ち上げられたようなんですけれども、住民からは宮日

などへの記載がないとか、いろんなお店に行ってもティッシュ、マスク、消毒用の商品が

棚から消える事態になっております。全体でパニック状況となっている中で、コロナウイ

ルスに対する町民への周知及び商店への呼びかけなどを通して、冷静に、かつ平常どおり

の生活が送れる安心安全を確保できる状況をつくるにはどうすべきかをしっかりと伝える

役割が自治体にはあると思います。 

 ＷＨＯでも、せきが出ないなどの人はマスクの着用は必要がないなど、マスコミを通し

て、パニック症候群が起きないよう注意喚起をしています。こんなときだからこそ千円予

算でもつけ、いつでも対応できる準備をしていることを示してほしかったと私は思います。 

 手洗い、うがいなど、私たちができる対応策、お茶などでうがいをすることも有効な手

段の一つのようです。身近にあるいろんなものを使い対策を講じる策と知恵を示すことが、

住民の安心安全を確保できる一番だと思います。 

 総括質疑の中でも明らかにされていますが、いろんな介護施設などでは、インフルエン

ザのときから面会に対して注意するなど、万全の対策をとられているようです。 

 また、こんな中で不要不急の集会などはしないでいただきたいとのことですが、商店街

など、人通りが全く見られません。 

 また、放課後対策事業をしていただいている方からも、狭いところでの預かりには限界

がある。広い体育館などを開放していただき、子どものストレスが発散できるようにお願
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いしたいなどの要望もあるようです。素早く、それでも冷静に対応していただくことをお

願いして、賛成としたいと思います。 

○議長（青木 善明）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで討論を終わります。 

 これから、議案第１号を起立によって採決いたします。本件は原案のとおり決定するこ

とに賛成議員は御起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（青木 善明）  起立全員と認めます。したがって、議案第１号令和元年度高鍋町一

般会計補正予算（第９号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第２．議案第２号 

○議長（青木 善明）  日程第２、議案第２号令和元年度高鍋町国民健康保険特別会計補正

予算（第５号）を議題といたします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番、中村末子。済みません、歳入部門で第三者納付金があ

って交通事故とのことだったんですけれども、それに関して、歳出において求償事務手数

料があるが、その理由は何でしょうか。基金積み立ての概要、根拠及び現在高をお知らせ

ください。 

○議長（青木 善明）  健康保険課長。 

○健康保険課長（宮越 信義君）  健康保険課長。お答えいたします。 

 まず、求償事務手数料についてでございますが、交通事故等の場合、第三者に当該事故

等により生じた保険給付について、過失割合に応じ、損害賠償の請求を行います。それに

係る徴収、収納事務を国保連合会のほうに委託をしており、その収納額の７％を事務処理

手数料として連合会に支払いをするというものでございます。 

 次に、基金についてでございますが、国からの指導もあり、剰余金が発生した場合、翌

年度の税率抑制に充てるのではなく、基金に積み増し、後年度の納付金や保険税必要額の

増加に備えることとされておることから、今回、基金に積み立てるものでございます。今

回の補正により、基金残高は６億９,８２６万円となります。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 
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○議長（青木 善明）  次に、原案に賛成者の発言を許します。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番、中村末子。議案第２号令和元年度高鍋町国民健康保険

特別会計補正予算（第５号）に対して、賛成の立場で討論を行います。 

 第三者行為については、交通事故や労災などの認定がおくれた場合などについて発生し

ますけれども、その事務手続については大変な作業だと思います。しかし、この問題は連

合会が取得されるということで、これは少し考慮していただけたらと思ったところです。 

 病気になって知る国民皆保険制度ですが、これも互助の精神がなければ成り立たないも

のです。特定健診などをしっかりと受けていただく努力をしても、住民への周知が図れな

いもどかしい思いを職員の皆さんはされていると思います。しかし、みずからが定めた目

標にどう到達できるのかと頑張っている職員にエールを送りたいと思います。 

 これからも住民の健康づくり、保険税をいかに抑え、安心を享受できるかをお願いして、

賛成の討論といたします。 

○議長（青木 善明）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで討論を終わります。 

 これから、議案第２号を起立によって採決いたします。本件は原案のとおり決定するこ

とに賛成議員は御起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（青木 善明）  起立全員と認めます。したがって、議案第２号令和元年度高鍋町国

民健康保険特別会計補正予算（第５号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第３．議案第３号 

○議長（青木 善明）  日程第３、議案第３号令和元年度高鍋町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １点だけお願いします。 

 温泉無料券減額の１つの要因には、レジオネラ発生予防などの施設整備も大きくかかわ

っていると考えますが、利用者から、その分、来年度での発給の声は出ていないかどうか

確認をさせていただきます。 

○議長（青木 善明）  健康保険課長。 

○健康保険課長（宮越 信義君）  健康保険課長。温泉無料保養券につきましては、１月か

らの施設整備に伴う休館がわかった時点で、早期の取得、早期の利用について、お知らせ

等により案内をしております。 

 現在のところ、利用者から、来年度分にその分を上乗せしてほしいといったような要望

等は伺っていないところでございます。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  次に、原案に賛成者の発言を許します。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番、中村末子。議案第３号令和元年度高鍋町後期高齢者医

療特別会計補正予算（第２号）について、賛成の立場で討論を行います。 

 後期高齢者の方も国保と同じく特定健診を受ける人が多くなってまいりました。自分で

自分の健康を維持できるようにすることは、大切さを知恵として持てるようになったこと

のあらわれだと思います。そのような自覚を、思いを持てる要因は、高鍋町の保健所を初

めとする職員の働きかけがあると思います。 

 ある地域でのお話です。「高鍋町の健康づくりセンターから料理教室をしてもらいまし

た。簡単にできるレシピでおいしくでき、とても参考になりました。年をとるとお互いに

助け合い、健康の話などをするきっかけになりました。また、夫が切れなくなった包丁を

皆さんの分まで研いでくれて喜ばれました」とのお話がありました。このように、地域で

お互いに助け合う地域づくりが自然な形で形成できることは、大変よいことだと思います。 

 無料温泉券は確かに高鍋町単独事業ですが、このような触れ合いで健康でいられる仕組

みづくりを県へお知らせ願い、健康づくりの一環事業として認めていただけるようお願い

して、賛成の討論といたします。 

○議長（青木 善明）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで討論を終わります。 

 これから、議案第３号を起立によって採決いたします。本件は原案のとおり決定するこ

とに賛成議員は御起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（青木 善明）  起立全員と認めます。したがって、議案第３号令和元年度高鍋町後

期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第４．議案第４号 

○議長（青木 善明）  日程第４、議案第４号令和元年度高鍋町下水道事業特別会計補正予

算（第５号）を議題といたします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番、中村末子。滞納繰り越し分残高は幾らで、今回、徴収

できた理由は何でしょうか。協力金については区域外のところだと思うんですけれども、

設置に関する費用はどのぐらいかかっているのかお伺いします。 
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 汚泥管梁布設については、公共ます設置の要望がありとのことですが、何件の要望であ

り、年度内にしなければならなかった理由は何なのかお伺いしたいと思います。 

○議長（青木 善明）  上下水道課長。 

○上下水道課長（吉田 聖彦君）  上下水道課長。滞納繰り越し分の残高でございますが、

５６３万９,４００円でございます。今回、徴収できた理由につきましては、宅地開発及

び職員による訪問によって納入があったものでございます。 

 区域外の設置に関する費用につきましては、基本的に区域外は原因者の負担となります

ので、費用は発生しておりません。 

 公共ますの設置につきましては、中央公民館付近と舞鶴団地付近の２カ所ありまして、

新築の物件でございまして、３月末に引き渡しを行いたいということであったためでござ

います。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  次に、原案に賛成者の発言を許します。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番。議案第４号令和元年度高鍋町下水道事業特別会計補正

予算（第５号）について、賛成の立場で討論を行います。 

 下水道事業も年が重なるごとに、国はその負担を国民へ押しつけようとしています。総

務省は、その通達の中で、水道事業と同じく独立採算方式にさせようとしています。しか

し、それは大きな工事費がかかる事業を、単に住民へ肩がわりさせることにしかなりませ

ん。私たち議員は、このような理不尽な状況を町民の立場に立ってしっかりと国に向かっ

て意見を述べなければなりません。 

 高鍋町はコンパクトシティですが、その中でも下水道事業は見直さなければならない時

期に来ています。慎重に計画していることを鑑み、賛成といたしたいと思います。 

○議長（青木 善明）  ほかに討論はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで討論を終わります。 

 これから、議案第４号を起立によって採決いたします。本件は原案のとおり決定するこ

とに賛成議員は御起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（青木 善明）  起立全員と認めます。したがって、議案第４号令和元年度高鍋町下

水道事業特別会計補正予算（第５号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 
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日程第５．議案第５号 

○議長（青木 善明）  日程第５、議案第５号令和元年度高鍋町介護保険特別会計補正予算

（第４号）を議題といたします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番。機能強化推進については、昨年度、システム改修を行

いましたけれども、今年度歳入の算定基礎について説明を求めたいと思います。 

 また、基金残高は幾らでしょうか。 

 今回のコロナウイルス対応について、県内施設では家族の面会も禁止など、厳しい対応

がなされているようですが、高鍋町内の施設ではどうでしょうか、お伺いします。 

○議長（青木 善明）  健康保険課長。 

○健康保険課長（宮越 信義君）  健康保険課長。お答えいたします。 

 まず、保険者機能強化推進交付金についてでございますが、本交付金は、介護保険法改

正に伴う平成３０年度からの事業で、地域包括ケアシステムの市町村の評価点数に基づき

財政的インセンティブが付与される交付金で、高齢者の自立支援、重度化防止等に関する

取り組みを支援するものでございます。 

 次に、基金残高についてでございますが、令和２年３月末に３億３,６７３万４３７円

となることを見込んでいるところでございます。 

 次に、町内の介護施設のコロナウイルス対応についてでございますが、厚生労働省から、

面会は緊急、やむを得ない場合を除き、制限するようにとの通知があります。施設により

異なりますが、県内他施設と同様の対応をされているところでございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから議案第５号を起立によって採決いたします。本件は原案のとおり決定すること

に賛成議員は御起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（青木 善明）  起立全員と認めます。したがって、議案第５号令和元年度高鍋町介

護保険特別会計補正予算（第４号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 
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日程第６．議案第６号 

○議長（青木 善明）  日程第６、議案第６号令和元年度高鍋町一ツ瀬川雑用水管理事業特

別会計補正予算（第１号）を議題といたします。 

 これから質疑を行います。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番。基金の総額及び土地改良区への負担金算定の割合はど

のようになっているでしょうか。 

○議長（青木 善明）  農業政策課長。 

○農業政策課長（横山 英二君）  農業政策課長。 

 まず、基金総額につきましては、今回の補正額４６７万４,０００円と合わせますと

１,６５３万７,０００円となります。 

 次に、この雑用水事業は土地改良区の配管を利用して事業を行っておりますので、土地

改良区のほうに負担金を納める必要がございます。その負担金の算出方法につきましては、

土地改良区が行っている各種補助事業分を差し引いた歳出決算額に、雑用水事業で使用し

た水量の割合を乗じた額となっております。今年度の雑用水事業で使用した水量の割合は、

一ツ瀬川土地改良区総取水量の約４.６％となっているところでございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 これから討論を行います。 

 まず、原案に反対者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  次に、原案に賛成者の発言を許します。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 これから、議案第６号を起立によって採決いたします。本件は原案のとおり決定するこ

とに賛成議員は御起立願います。 

〔賛成者起立〕 

○議長（青木 善明）  起立全員と認めます。したがって、議案第６号令和元年度高鍋町一

ツ瀬川雑用水管理事業特別会計補正予算（第１号）は原案のとおり可決されました。 

────────────・────・──────────── 

日程第７．議案第７号 

日程第８．議案第８号 

日程第９．議案第９号 

日程第１０．議案第１０号 

日程第１１．議案第１１号 
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日程第１２．議案第１２号 

日程第１３．議案第１３号 

日程第１４．議案第１４号 

日程第１５．議案第１５号 

日程第１６．議案第１６号 

日程第１７．議案第１７号 

日程第１８．議案第１８号 

日程第１９．議案第１９号 

日程第２０．議案第２０号 

日程第２１．議案第２１号 

日程第２２．議案第２２号 

日程第２３．議案第２３号 

日程第２４．議案第２４号 

日程第２５．議案第２５号 

日程第２６．議案第２６号 

日程第２７．議案第２７号 

日程第２８．議案第２８号 

日程第２９．議案第２９号 

○議長（青木 善明）  次に、日程第７、議案第７号権利の放棄についてから、日程第２９、

議案第２９号令和２年度高鍋町水道事業会計予算まで、以上２３件を一括議題とし、１議

案ごとに総括質疑を行います。 

 まず、議案第７号権利の放棄について質疑を行います。質疑はありませんか。１１番、

中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番、中村末子。県は放棄していないようですが、その理由

は御存じでしょうか。県との協議内容はどうだったんでしょうか。 

 また、新しい更新関係からすると、土地改良区の皆さんの御意見も分かれると思うんで

すが、後継者がいても、負担があれば、また昔のように貸付金の形をとるのかどうするの

か議論しないと、放棄するという単純な問題ではないと思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（青木 善明）  農業政策課長。 

○農業政策課長（横山 英二君）  農業政策課長。まず、県のお話ですけども、そもそも県

のほうは、町と違いまして貸付金ではなくて立替金となっておりまして、正式には債権と

して取り扱っていないんですけども、今後も県のほうは引き続き、農業農村の振興を目的

として未施工区に対して関連事業の推進を県と市町と土地改良区一体となって実施し、地

元関係者の合意形成が得られれば、再度、国営土地改良事業への編入を協議し、その結果、

受益が発生した場合は、県の負担金徴収条例に基づき償還を求めるとしているところでご

ざいます。 
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 次に、県との協議なんですけども、これまで行ってまいりました関係４市町担当課長会

議などには県の職員も同席をしておりますので、今回の関係市町による、この権利の放棄

に向けた動きについては、県のほうも理解し了承を得ているところでございます。 

 次に、土地改良区の意見も分かれるのではないかという御質疑でございますけども、今

回の更新事業は土地改良区からの要望に基づくものでございますので、組合員の総意によ

るものであるというふうに認識しているところでございます。 

 次に、更新事業における地元負担についてですけども、土地改良事業でいいます地元と

いう考え方につきましては、地元自治体と農家とを合わせたものということになっており

ます。 

 現在、県内の国営で土地改良事業が行われたところを見てみますと、地元負担分は地元

自治体が全額を負担し、農家負担はゼロとなっているところがほとんどでございます。実

際に負担金の償還が始まるのは更新事業が終わってからということになりますので、恐ら

く１０年後ぐらいになるものと思われるんですけども、町の負担も減らす必要が当然ござ

いますので、まずは町議の皆様の御協力もいただきながら、国や県に対する働きかけを積

極的に行い、できる限り地元負担の軽減を図っていく必要があるというふうに考えている

ところございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第８号土地改良事業計画の変更について質疑を行います。質疑はありません

か。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番、中村末子。２点ほど質疑します。 

 これは第７号議案とも関連しますけれども、変更の目的は何でしょうか。なぜなら、一

ツ瀬川土地改良事業の未施工区に関して、そのところだけの減とするではいけないと考え

ますし、現況把握はどうなっているのかお伺いしたいと思います。 

 台風などによって崩れ、面積が少なくなっている箇所及び災害による被害が想定される

場所など、綿密に調査検討されたのかどうかお伺いします。 

 以前の未施工区となった理由はしっかりと把握しているのか、また、そのことに関連し

て、土地改良区内の農業者及び農業法人格で運営されているところなどとの協議やアン

ケートなどは行ってきたのか、また、負担が出てくると、後継者もいないのにと、先ほど

は答弁がありましたので、今度は負担がないかもしれませんけれども、未施工区が出てこ

ないとも限りませんけれども、その辺の話し合いは行われてきたのかどうか、お伺いした

いと思います。 

○議長（青木 善明）  農業政策課長。 

○農業政策課長（横山 英二君）  農業政策課長。 
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 まず、第８号の土地改良事業計画の変更の目的につきましては、提案理由でも御説明さ

せていただきましたとおり、今回の更新事業の計画面積に合わせて基幹水利施設管理事業

の計画面積を変更する必要が生じたものでございます。 

 次に、今回の更新に当たって現況の把握なんですけども、実際に農地のほうに賦課金を

かけております一ツ瀬川土地改良区が中心になって、国、県、町が連携して現況調査を行

っております。その調査結果を受けまして、実際には農地として利用されていない土地な

どの精査をしっかり行った上で、計画面積を確定させたところでございます。 

 次に、未施工区となった理由についてですけども、やはり負担金が大きかったことが一

番の原因であるというふうに認識しているところでございます。今回、事業化できるかど

うかを検討するために、未施工区の農地を所有される方に対して、水利用の意向について

のアンケート調査を行っております。残念ながら本町におきましては、立地的な問題等も

ございまして事業化を断念したところでございます。 

 先ほども申し上げましたけども、今回の更新事業は全くの白紙の状態から行うものでは

ございませんで、国営施設の老朽化を危惧した土地改良区からの要望に基づくものではあ

りますけども、今後、今回の議会に提案させていただきました基幹水利事業の計画変更の

議決をいただいた後に公告を行い、土地改良区と一緒になって未施工地区の方と、あと組

合員の皆さん、その全てから、３分の２以上の同意徴収を行う必要がございますので、そ

の際に、しっかりと更新事業全体概要の説明を行い、理解を求めていく必要があるという

ふうに認識しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第９号町道路線の認定について質疑を行います。質疑はありませんか。 

 １１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番。これを見る限り、民間の宅地造成に伴い町道とする予

定のようなんですけれども、矢印の先については複雑に入り込んでいる状況下にあります。 

 また、ここを町道とすると、今後はその先も町道とし、新たな道路取りつけが必要とな

ると考えますが、その後の計画はあるのかどうかお伺いします。 

 ７７１号の松本（５）線についても同様で、西側は、多分、里道よりちょっと広いもう

ちょっと広いかなと思うんですけれども、道路であると思うんですけれども、その後の計

画及び、なぜこの部分なのかというのが、ちょっと気になるんですけれどもどうでしょう

か。 

○議長（青木 善明）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。今回認定します２路線ともに宅地造成に

より道路部分を町に寄附されたものでございますが、現在の建築基準法では町道認定を行
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う必要もあるため、今回認定するものです。 

 ７７０号水除下（４）線につきましては、御質疑のとおり、今回認定します町道の先は、

一部個人所有の道路となっているところがございます。その問題が解決次第、町道として

認定していく考えでございます。 

 また、７７１号松本（５）線につきましては、終点側は、一ツ瀬川土地改良事業で整備

された道路で里道となっております。町道認定については、今後検討していきたいと考え

ております。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第１０号高鍋町会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例の一部改

正について質疑を行います。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番。スクールソーシャルワーカー設置における条例の一部

改正と見ているんですけれども、時間額に関して、基準及びどういったときに利用され、

どのような効果が期待できるのか、また、予算額としては少ないようなんですけれども、

ほかの市町村とのかけ持ちとなる仕事の内容なのかお伺いしたいと思います。 

○議長（青木 善明）  教育総務課長。 

○教育総務課長（野中 康弘君）  教育総務課長。条例の所管課は総務課でございますが、

スクールソーシャルワーカー配置の効果等についての御質疑ですので、教育総務課でお答

えをさせていただきます。 

 スクールソーシャルワーカーの時間額に関する基準につきましては、県の規定に準じて

おります。また、その職務といたしましては、学校からの要請に応じ、町教育委員会の指

揮監督のもとに、課題を抱えた児童生徒が置かれた環境への働きかけ、保護者、教職員等

に対する支援、相談、情報提供などを行うこととしております。 

 その効果といたしましては、本町独自にスクールソーシャルワーカーを配置することに

より、曜日ごとに訪問する学校を固定化できるなど、訪問回数の増加が可能となりますの

で、スクールソーシャルワーカーと学校の連携がより密になり、児童生徒指導上の問題の

早期発見、早期解決、学校の抱える課題、支援ニーズを的確に把握できるなどの効果が期

待できるところでございます。 

 令和２年度の配置につきましては、議員お見込みのとおり、他の町との兼務となる予定

でございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第１１号高鍋町老人福祉センターの設置及び管理に関する条例の一部改正に
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ついて質疑を行います。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番。免除・還付に関する記述などが出ておりますけれども、

基準は設けているのか、また、そのことによって指定管理者の権限は大きくなるのかどう

かお伺いしたいと思います。 

○議長（青木 善明）  健康保険課長。 

○健康保険課長（宮越 信義君）  健康保険課長。お答えいたします。 

 免除・還付に関する基準についてでございますが、公用の場合または災害等やむを得な

い場合としております。 

 また、指定管理者の権限については、基準の変更がないため変わりませんが、健康保険

課に提出いただいておりました免除申請を、直接、老人福祉センターに提出していただく

ことができるようになるため、利用者の利便性の向上が図れるものというふうに考えてお

ります。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第１２号高鍋町子どものための教育・保育給付に係る利用者負担額に関する

条例の一部改正について質疑を行います。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番。文言の改めだけで問題はないのかどうか、お伺いした

いと思います。 

○議長（青木 善明）  福祉課長。 

○福祉課長（中里 祐二君）  福祉課長。今回の改正条例は定義や大枠を定めたものでござ

いまして、具体的な利用者負担額等につきましては、別途規則で定めるということになっ

ておりまして、この条例の中では支給認定という文言を教育・保育給付認定という名称に

改めるということだけでよいものというふうに考えております。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第１３号高鍋町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正について質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第１４号高鍋町放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例の一部改正について質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第１５号高鍋町営住宅の設置及び管理に関する条例の一部改正について質疑
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を行います。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  連帯保証人の変更時におけるとあるんですけれども、連帯保証

人が死亡した場合、また、収入がなくなり保証人としての任が果たせないと判断した場合

など、変更せざるを得ない状況となるのか。また、そのことを把握するため、調査は定期

的に行うのか、また、連帯保証人が死亡などの場合、保証人になっていると知らない相続

者についてはどう規定するのか。 

 町営住宅の保証人問題に関してはきちんと把握するのか、もしくは、町営住宅入居者に

関して所得の低い方々もおられるようですので、その場合の保証人のあり方を検討して、

今回の条例改正に入れるべきではなかったかと考えますがどうでしょうか。 

 また、利息が変動制となるようですが、毎年変わるのかどうかお伺いしたいと思います。 

○議長（青木 善明）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。お答えいたします。 

 条例改正後に連帯保証人の変更があったときに、改正後の条例の適用を受けることとな

りますが、それでは現在の入居者の連帯保証人の方々が１２月分の限度額の適用を受けら

れないことになりますので、承認をいただければ、現在の入居者と連帯保証人に誓約書の

更新をお願いし、新たに誓約書を提出していただくことで、改正後の条例の適用が受けら

れるように対応していきたいと考えております。 

 また、連帯保証人の状況等の調査は定期的に、今のところ２年に１回というふうに考え

ておるんですが、その中で連帯保証人の死亡や収入状況を確認していきたいと考えており

ます。 

 保証人となっているのを知らない相続者については、民法で規定されているとおりであ

りますので、条例に規定することは必要ないのではないかと考えております。 

 保証人のあり方を条例改正に入れるべきではなかったかとのことですが、今回の改正は

民法の改正に伴い所要の改正を行うもので、保証人のことにつきましては、今後検討を進

めていきたいと考えております。 

 また、利息につきましては、３年ごとに見直すことになっております。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  今の答弁で、どういうふうに連帯保証人に対して、１２月のと

ころで言われましたよね。古い方、要するに今までなっていらっしゃる方にも、それは適

用していきたいということの答弁であったと思うんです。そうなった場合、誓約書につい

て、それは一体誓約書は誰がとるのか、どうするのかというところをきっちりとしておか

ないと、ちょっといろんな問題があって、私、今回、まさかこういうふうになっていると

は夢にも思わなかったんですけど。 

 だから、例えば、入居者が支払いをずっと延滞しているといった場合に、保証人が、じ

ゃあ前の分は払うから、もう私、保証人になりたくないよというような事態が、もし発生

しないとも限らないと思うんですよ。そういった場合に、取り扱いについて、もう保証人
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がいなければ、じゃあ出なければいけないのかというような問題なんかも、ひょっとした

ら頻発するんじゃないかなというふうにちょっと思ったもんですから、そこだけはちょっ

と確認させていただきたいなと思うんです。 

 そうでないと、この連帯保証人の部分で、これからトラブルが起きない状況が絶対にな

いということが、私はないと思いますので、危惧されることをある程度予想していきなが

ら条例をしっかりと定めていくことのほうが、私たちは、より具体化する住民の立場に立

った物の考え方ができてくるんじゃないかなというふうに思うんです。 

 だから、その際、住民の立場に立って、じゃあどうするのか。入居者の立場にだけ立つ

のか、保証人の立場にも立って、しっかりとした対応策を講じていくのかということが私

は知りたいなというふうに思っていますので、そこは条例に記さなくても対応できるのか

どうか、そこのところお伺いしたいと思います。 

 それから、先ほど民法上の規定によると。民法上の規定であれば、連帯保証人という場

合は、それ相続するんです。相続しますよね。だから、そのことをしっかりと保証人には

言っておかないと、私、以前、ほかのお金を借りた保証人になっていらっしゃる方が、

１０年で時効なんです。その１０年になる一歩手前で、９年と１１カ月で、その相続され

た子どもさんに支払えというのが、弁護士から届いたことがあったんです。だから、そう

いうことも、やはり保証人になっていただく際にはしっかりと対応していただかないと、

民法を皆さんが知っているわけではないと私は思うんです。 

 だから、民法上の規定があるから、これはこれでいいよと、民法上でするんだよという

ふうに言ってしまえば、民法を知らない人たちは、簡単に、じゃあいいよと、俺なってや

るよと言う。今度から保証人になる人というのは、非常に難しい状況というのが出てくる

んじゃないかなというふうに思うんです。 

 だから、そこも考えて、しっかりとした保証人というか、対応していただけるような状

況というのを、これから保証人を設置する場合についても、それだったら身元引受人みた

いな感じの状況に保証人をしていくのかどうなのかということも含めて、しっかりとそこ

は条例化していかないと、またトラブルが起きてから、お金の支払いの問題でいろんなこ

とになってきたりすると、お互いに気まずい状況が出てくるんじゃないかなというふうに

思うんですが、いかがでしょうか。 

○議長（青木 善明）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。 

 入居者も保証人もはっきりわかるように、例えば今回の民法の改正につきましても、今

回は保証人のいわゆる根保証、限度額、を設定するものでありまして、保証人の限度額を

はっきりするということで、保証人に対しての法律だというふうに解釈しております。 

 また、この条例につきまして、それに則します規則のほうで……。 

○議長（青木 善明）  暫時休憩します。 

午前10時55分休憩 
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……………………………………………………………………………… 

午前10時55分再開 

○議長（青木 善明）  再開します。 

 建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。申しわけありません。 

 誓約書をとることになっております。その中に、入居者、連帯保証人の連名であるんで

すけど、今回、この条例の改正に伴いまして、その誓約書のほうの説明も変更しようとい

うふうに考えております。その中で、今、議員が申されたような疑問点についても、はっ

きりわかるような誓約書の文言にしたいというふうに考えております。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第１６号高鍋町美術館の設置及び管理に関する条例等の一部改正について質

疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第１７号高鍋町男女共同参画推進条例の制定について質疑を行います。質疑

はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番。この条例を制定することによって、どのようなメリッ

トがあるのか。また、国連や国などでは男女共同だけでなく、ジェンダーを含んだ社会構

築が当たり前の時代なんです。なぜ、男女共同参画とされたのか、定義の中にはきちんと

性別などとあるので、これらを総称した文言がよいのではなかったかと考えますが、いか

がでしょうか。 

 それに伴い、例えば住民基本台帳及び同性間の結婚、戸籍問題を盛り込んだほうがよか

ったのではないかと思いますが、そこまでの議論が尽くされたのかどうかお伺いしたいと

思います。 

○議長（青木 善明）  総務課長。 

○総務課長（河野 辰己君）  総務課長。お答えいたします。 

 本条例を定めることによりまして、町、町民、事業者及び教育に携わる者の責務を明ら

かにするとともに、男女共同参画社会の形成の推進に関する施策の基本となる事項を定め

ることで、男女共同参画社会の形成を総合的かつ計画的に推進することができ、男女共同

参画社会の実現に寄与するものと考えているところでございます。 

 本条例で使用しております男女共同参画という文言につきましては、平成１１年に施行

されました男女共同参画社会基本法及び平成２８年に策定をいたしました第２次高鍋町男

女共同参画プランとの整合性をとったものでございます。 

 しかしながら、近年の多様な性的指向や性自認の意識の高まりを受けまして、条例中に、
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これらに対応する規定を設けているところでございます。 

 性的少数者の方への配慮等につきましては、今後、男女共同参画社会の実現に向けた具

体的な施策を定めております第２次高鍋町男女共同参画プランの改定の際などにおきまし

て検討してまいりたいというふうに考えているところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第１８号高鍋町附属機関設置条例の一部改正について質疑を行います。質疑

はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第１９号地方自治法の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整備に関

する条例の制定について質疑を行います。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。１１時１０分より再開いたします。 

午前10時58分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午前11時10分再開 

○議長（青木 善明）  再開いたします。 

 次に、議案第２０号令和２年度高鍋町一般会計予算について質疑を行います。質疑はあ

りませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番、中村末子。新規事業を立ち上げた理由は何でしょうか。

目標と着地点について述べていただきたいと思います。 

 読み上げたほうがよろしいでしょうか、議長。読み上げなくても、打ち合わせのときに

ちゃんと資料は渡しているんですが。読み上げたほうがいい。 

○議長（青木 善明）  読み上げてください。 

○１１番（中村 末子君）  議事録に残るわね。はい、わかりました。読み上げます。 

 公共施設個別施設計画策定支援業務委託、移住定住サイト作成業務委託、障がい者計画

ニーズ把握調査業務委託、避難行動要支援者管理システム、ことばの教室事業委託、産後

ケア事業委託、宮崎県畜産共進会協賛会分担金、肉用牛生産基盤強化促進事業補助金、中

尾地区災害対策工事測量設計委託──昨年は千円予算でした──小丸川土地改良区運営負

担金、創業支援事業補助金、新商品開発支援事業補助金、地域商業活性化イベント支援事

業補助金、空き家店舗等活用にぎわい創出支援事業補助金、魅力ある商店街形成支援事業

補助金、オリンピック聖火リレー負担金、ダンプ車購入、小型ポンプ積載車購入、スクー



- 59 - 

ルソーシャルワーカー配置事業、校務支援システム共同調達構築費用負担金、町内埋蔵文

化財活用事業、図書館改修設計委託、自主財源の伸びの要因は何であるのか、比例して交

付税が減額と見ているが、そのことについてはどうなんでしょうか。 

 西都児湯環境整備組合負担金の斎場分増額は、死亡者が多いと判断したのか、それとも

別の施設整備が行われるのかお伺いします。 

 物件費の削減理由は何でしょうか。昨年比とすると４.７％、金額で４１０万円少なく

なっております。昨年行った人口減少対策アンケート、総合戦略等作成の基礎調査等の委

託はありましたが、その結果を受けての予算はどこにあるのか。公共施設に関し、昨年は

劣化点検診断業務が委託され、ことしは、それを受けてなのかわからないが、個別計画策

定が行われるようですが、点検診断での結果及びそれに係る計画までの概要をお示し願い

たいと思います。 

 会計年度任用職員の条例ができたときに確認しましたが、現在の制度で働いておられる

臨時職員及び嘱託職員、パートなどの方からの聞き取り及び確認はなされたのかどうかお

伺いします。 

 ふるさと納税１２億円の根拠理由及び必要経費差し引き残の割合は何％であるかお伺い

します。 

 地方バス路線維持に関して県との協議は行っていないのか。利用者が少なければ、免許

返納者へも使えるような幅広い使い方のできる仕組みに変更できなかったのかお伺いしま

す。 

 昨年と比較して、自主財源がわずかですが率は減、依存財源は増となっているのに、地

方交付税が減額とした理由は何でしょうか、お伺いしたいと思います。 

○議長（青木 善明）  財政経営課長。 

○財政経営課長（徳永 惠子君）  財政経営課長。財政経営課関連部分についてお答えいた

します。 

 まず、新規事業の立ち上げの理由、目標、着地点についてでございますが、公共施設個

別施設計画策定支援業務委託１００万円につきましては、平成２８年度に策定をいたしま

した高鍋町公共施設等総合管理計画に基づき、個別施設ごとの中長期的な維持管理、更新

等に係る具体的な対策や費用等、いわゆる施設の長寿命化に関する計画について策定する

ための委託業務でございます。施設ごとに策定しました長寿命化計画に沿った計画的かつ

効果的な維持補修を実施することで建物の機能、安全性が保たれ、トータルコストの縮減

につながることになります。 

 また、公共施設全体につきましても、将来的な施設の利用ニーズやコスト等を踏まえた

整備方針や優先順位など、限られた財源をどの施設に重点的に配分していくのか、財政負

担の軽減や平準化など、総合的な判断や検討する際の活用もできると考えております。 

 次に、自主財源の伸びの要因についてでございますが、町税が７,８２７万９,０００円、

３.８％の増、ふるさと納税寄附金が２億円、２０％の増などによるものでございます。 
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 次に、地方交付税の減額理由についてでございますが、基準財政収入額に算入される町

民税、固定資産税の伸びが見込まれることから、減額で試算したところでございます。 

 次に、物件費の削減理由についてでございますが、減額の主なものといたしまして、地

域資源付加価値向上事業が完了したこと。また、ふるさと納税推進事業に係る経費を見直

し、宅配郵便料やワンストップ特例申請受付点検業務委託が、それぞれ減額になったこと

などのためでございます。 

 次に、自主財源の率が減となり、依存財源の率が増となっている理由についてでござい

ますが、金額ベースで申し上げますと、自主財源が７,８１３万６,０００円増、依存財源

が１億７,６８６万４,０００円の増で、依存財源の伸びの幅が大きいことから、予算全体

に占める割合として、依存財源の率が昨年度より増加したものでございます。 

 依存財源の伸びの主な要因といたしましては、地方消費税交付金が消費税率引き上げに

より３,７５０万円、９.６％の増、社会資本整備総合交付金、障害者自立支援給付費等負

担金など国庫支出金が１億４,３６６万２,０００円、１２.４％の増、社会資本整備総合

交付金事業債、防衛施設周辺道路改修等事業債等の町債が９,１５５万７,０００円、

２４.１％の増などによるものでございます。 

 地方交付税の減額理由につきましては、先ほどもお答えさせていただきましたとおり、

基準財政収入額に算入される町民税、固定資産税の伸びを見込んでいることから、減額で

試算をさせていただいたところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（青木 善明）  地域政策課長。 

○地域政策課長（渡部 忠士君）  地域政策課長。地域政策課関連の予算のお尋ねについて

お答えをさせていただきます。 

 まず、移住サイト作成業務委託につきましてでございますけれども、移住、定住に特化

いたしましたサイトを立ち上げまして、移住、定住の促進を図ることを目的としておりま

す。新たに、空き家・空き店舗バンクの開設でございますとか、ＰＲ動画の作成なども新

たに行いまして、移住を検討されている方へ、ダイレクトに本町の魅力を感じてもらえる

ことを目標としているというところでございます。 

 次に、創業支援事業補助金、新商品開発支援事業補助金、地域商業活性化イベント支援

事業補助金、空き店舗等活用にぎわい創出支援事業補助金、魅力ある商店街形成支援事業

補助金の５つの新規補助事業につきましては、これまで行ってまいりました商工業振興対

策補助金を全面的に見直しまして、町内商工業の持続的な発展を目的に、より多面的かつ

効果的な支援を展開することによりまして、新たな需要の創造でございますとか、雇用の

創出、交流人口、関係人口の増加等を目標としているものでございます。 

 また、これらの補助対象者を決定する際には、高鍋商工会議所、金融機関の協力をいた

だきまして事業計画の審査を行うとともに、補助終了後のフォローアップまで一体的に継

続して展開していきたいというふうに考えているところでございます。 
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 次に、オリンピック聖火リレー負担金についてでございますけれども、本年の４月

２６日、日曜日になりますけれども、高鍋町を走ります聖火リレーを円滑に実施するため

に必要となる経費のうち、高鍋町負担分として積算されたものを県へ支出するというもの

でございます。聖火リレーの実施につきましては、組織委員会の企画に基づきまして、各

都道府県実行委員会が、必要となる交通誘導ですとか沿道の整理、資機材の配置等を決定

することから、本県聖火リレーの実施に要する経費につきましては、全て宮崎県実行委員

会が積算したものというふうになっております。 

 なお、県内聖火リレーの通過ルートとなっております９市及び三股町、高鍋町、高千穂

町以外の町村につきましては、県が代替的に──かわりに費用を負担することとなってお

りまして、直接的な費用負担を求めているのは通過ルートであります──、今、申しまし

た１２市町のみというふうになっております。 

 これにつきましては、通過ルートの市町におきましては一定の経済効果ですとか、ルー

ト自体が、今後、観光資源として活用できるなどのメリットがあると考えられることから、

直接的に費用負担を求められているというものでございまして、その負担割合につきまし

ては、リレー運営、ランナー管理などの項目ごとに、２分の１から３分の１の負担という

ふうになっております。 

 次に、本年度行っております人口減少対策アンケート、総合戦略等作成の基礎調査等の

委託の結果を受けての新年度予算についての反映でございますけれども、令和２年度に策

定を予定しております第６次高鍋町総合計画後期基本計画への反映や、今後、策定及び改

定を予定しております各種計画等での活用を予定しているところでございます。 

 次に、ふるさと納税の根拠でございますけれども、令和元年度の寄附額の状況を勘案い

たしまして、当初予算では１２億円と見込んだところでございます。必要経費差し引き残

額の割合につきましては４３.６％でございまして、金額にいたしますと５億２,３６９万

８,０００円、こちらを積立金に計上しているところでございます。 

 次に、地方バス路線維持に関して、県との協議は行っていないのかというお尋ねでござ

いますけれども、年２回開催しております高鍋町地域公共交通会議というのを行っており

ますんですけれども、その中におきまして意見交換を行わせていただいているところでご

ざいます。 

 また、利用者が少なければ、免許返納者へも使えるような幅広い使い方のできる仕組み

に変更できなかったのかというお尋ねでごさいますけれども、現時点では、免許返納者を

対象とした見直しは予定しておりませんけれども、廃止代替バス路線につきましては、本

年２月に乗り込み調査を行いました。そこ、利用実態の把握を行った路線ございまして、

その結果を受けまして、運行時刻の変更等について検討していきたいというふうに考えて

いるところでございます。 

 また、なでしこバスにつきましては、今後、ルート等の変更を含めた見直しを検討して

いきたいというふうに考えているところでございます。 
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 以上です。 

○議長（青木 善明）  福祉課長。 

○福祉課長（中里 祐二君）  福祉課長。福祉課関係の新規事業の立ち上げ理由、目標等に

ついてでございます。 

 まずは、障がい者計画ニーズ把握調査業務委託ですが、この調査は、地域生活支援拠点

の整備を図るために、地域における障がい者の各種ニーズや課題などを把握することを目

的に行うものでございまして、これによって第６期高鍋町障がい福祉計画及び第２期高鍋

町障がい児福祉計画を策定する際の基礎資料としまして、障がい者の実態や意識、意向を

調査し、今後の福祉施策に反映させていくものでございます。 

 次に、避難行動要支援者管理システムについてでございますが、現在の要支援者名簿に

つきましては、パソコンの表計算ソフト、エクセルで作成したものを印刷した紙台帳で管

理しているところでございます。そのために、死亡、転出、さらに介護や障がい情報など

の更新に時間を要しておりまして、より実効性のあるもの、情報共有が図れることを目的

に、このシステムを導入するものでございます。これによって、名簿更新の業務の効率化、

個別支援プラン作成の促進、災害発生時の即時対応につなげていくものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（青木 善明）  健康保険課長。 

○健康保険課長（宮越 信義君）  健康保険課長。健康保険課関連の新規事業についてお答

えいたします。 

 まず、ことばの教室事業についてでございますが、現在、２歳児相談、３歳児健診にお

いて言葉の発達に支援が必要と判断し、保護者の同意が得られた子どもさんを対象に、言

語聴覚士による「ことばの教室」を健康づくりセンターで月４回実施しております。 

 しかしながら、対象となる子どもさんの数が多く、おおむね３カ月に１回程度の教室利

用となっており、より支援が必要な子どもさんの利用を優先することから、軽度の支援で

改善が見込まれる子どもさんの支援が十分でない状況でございます。そこで、１月から教

育委員会が実施しております年長児を対象とした「ことばの教室」を４月以降も、こちら、

健康保険課のほうで継続して実施するということで、現在行っている「ことばの教室」と

の連携を図りながら、小学校就学までに発音の改善や言葉の発達を支援することを目標に、

「ことばの教室」を充実するというものでございます。 

 次に、産後ケア事業についてでございますが、家族等から十分な援助が受けられない産

婦及びその新生児、乳児を対象に心身のケアや育児のサポート等を行い、産後も安心して

子育てができる支援体制を整備するものでございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  農業政策課長。 

○農業政策課長（横山 英二君）  農業政策課長。農業政策課の新規事業関係部分について

説明をさせていただきます。 
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 まず、予算書の１６５ページの宮崎県畜産共進会協賛会分担金でございますけども、こ

れは、県内の家畜市場におきまして、和牛改良のさらなる向上を目的として定期的に開催

されております畜産共進会に対し、周辺の市町が開催費用の一部を負担しているものでご

ざいます。今年度は都城市で開催されたんですけども、令和２年度は児湯地域家畜市場で

行われることが決定いたしましたので、本大会が盛大に行われることで、地域の畜産振興

の成長が図れるものというふうに考えております。 

 また、本年は口蹄疫復興から１０年の節目となりますので、町といたしましても最大限

の協力を行いまして、この共進会を盛り上げていきたいというふうに考えております。 

 次に、同じく予算書１６５ページの肉用牛生産基盤強化促進事業補助金でございますけ

ども、この事業は本年度まで行っておりました３つの事業を、来年度は一本化するもので

ございます。これによりまして、牛飼養農家のニーズに合わせた弾力的な予算執行が可能

になるものというふうに考えているところでございます。 

 次に、１６７ページの委託料の中尾地区災害対策工事測量設計委託でございますけども、

これは、平成３０年度の台風災害によりまして、既存水路の断面不足により越流しまして

農地の被害が発生し、また、ここは、過去にも被災の経歴がございますので、地元のほう

からも、この水路の改修──かさ上げになるんですけども──要望が出ている場所であり

まして、今回、農水省の農業水路等長寿命化・防災減災事業を活用いたしまして、この水

路の測量設計を行いまして、令和３年度に改修工事を行いたいと考えているところでござ

います。 

 次に、同じく１６７ページの小丸川土地改良区運営負担金でございますけども、小丸川

土地改良区の基本的な収入は、高鍋町と木城町の組合員から納付される経常賦課金でござ

います。 

 ただ、近年、水田利用の減少や滞納金の増加などによりまして、組織弱体化が懸念され

ているところでございます。持続的に小丸川土地改良区が、行政や受益者の求める本来の

役割を果たすためには、土地改良区の組織強化を図り、関係機関との連携のもと、積極的

な取り組みを行っていただくことが重要だというふうに感じているところでございます。 

 そのために能力のある職員の確保や給与水準の底上げなどによる事務局体制の強化は必

要となるんですけども、現在の農業情勢では、農家負担に直結します経常賦課金の値上げ

は困難な状況でございますので、木城町とも協議の上、ほかの土地改良区と同様に関係市

町からの負担が必要であるというふうに判断いたしまして、今回、当初予算のほうに計上

させていただいたところでございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  建設管理課長。 

○建設管理課長（惠利 弘一君）  建設管理課長。建設管理課、新規事業のダンプ購入につ

いてでございますが、車両の老朽化に伴い、使用時におけるふぐあいの発生が多く、今回

買い替えを計画したものでございます。 
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○議長（青木 善明）  総務課長。 

○総務課長（河野 辰己君）  総務課長。総務課関連部分についてでございますが、まず、

総務課所管の小型ポンプ車購入につきましては、車両の老朽化に伴いまして、今回、買い

替えを計画したものでございます。 

 次に、臨時職員、非常勤職員等に対しましては、会計年度任用制度への移行に伴います

勤務条件などの変更点や職員の扶養関係に影響する点につきまして、丁寧に説明を行った

上で、就労意思について聞き取り及び確認を行っておるところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（青木 善明）  教育総務課長。 

○教育総務課長（野中 康弘君）  教育総務課長。教育総務課所管の新規事業についてお答

えをいたします。 

 スクールソーシャルワーカー配置事業につきましては、議案第１０号の質疑でもお答え

いたしましたが、本町独自の配置によりまして、学校、家庭等との連携が密になり、児童

生徒指導上の問題の早期発見、早期解決のほか、学校の抱える課題、支援ニーズを的確に

把握できるなどの効果を期待しているところでございます。 

 次に、校務支援システム共同調達構築費負担金につきましては、教職員の業務負担を軽

減し、働き方改革を推進していくことが喫緊の課題となっている中、県内の公立小中学校

に統一したシステムを導入することにより、教職員の業務改善を通し、働き方改革を図る

とともに、教育の質の向上を目指すものでございます。 

 あわせまして、システムを共有化することで、その調達費用や運用、保守に係るコスト

の削減、調達に係る事務負担の軽減が期待できるものでございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  社会教育課長。社会教育課関係の新規事業についてでご

ざいますが、町内埋蔵文化財活用事業につきましては、出土遺物等の再整理を行いまして、

それら遺物の企画展示と関連講座を国の補助を受けて実施をするものです。 

 再整理につきましては、発掘調査から３０年近く経過しました土器類の接合等を実施し

まして、それらを統一規格のコンテナ等で収納いたします。それから、いつでも展示等に

活用できる状態にすること、さらに町内の埋蔵文化財に対する理解促進と普及啓発を目的

として行うものでございます。 

 次に、図書館改修設計委託についてでございますが、現在の施設の老朽化に伴いまして

空調や雨漏り、トイレの洋式化、ＬＥＤ化、バリアフリーなど早急に改修を行う必要があ

る箇所につきまして設計を委託するものです。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  町民生活課長。 

○町民生活課長（山下 美穂君）  町民生活課長。西都児湯環境整備事務組合負担金の斎場
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分の増額についてでございますが、今後の大規模改修等に備え、基金の積み立て及び火葬

炉内設備の修繕に伴うものでございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  さっき答弁のあったところで、２つ、ちょっと確認させていた

だきたいと思います。 

 １点が、先ほど財政経営課長が答弁されましたけれども、地方消費税の関連です。これ

で、地方消費税というのがどれぐらい入ってくるのかわからないという、国の算定のとこ

ろもありますし、幾ら入ってくるのかも、まだわからないという段階の中で、それを当初

で把握することは非常に難しいんじゃないかなというふうに思っているんですけれども、

それをどういうふうに算定されたのか、そこのところを確認だけさせていただきたいと思

います。 

 それからもう一つは、幾つもありますよね、これまで行ってきた持続的な事業というか、

商店街というか、創業支援事業補助金から魅力ある商店街形成支援事業補助金説明をして

いただいたと思っているんです。しかし、これが、今までと違う補助内容なのか。全て補

助金となっている関係で、一体どこの団体に、どのようにこれがされるのかというのが、

非常に危惧されるんです。 

 今までも、まちなか活性化事業で商店街立ち上げました。ところが、これ解散しました

よね。これが引き続きであっているわけじゃないと思うんです。だから、お金があるとき

だけ立ち上げて、お金がなくなったら、また、なくなってしまう。お金があるときだけ、

じゃあ立ち上げましょうと、そういうことを繰り返し繰り返しやっていたんでは、商店街

の活性化というのはできるはずがないんです。 

 やはり、商業者というのは、みずからの力で、みずからちゃんと経営をしていくという

のが、これ基本なんですよ。だから、そこのところを忘れてしまったら、商業者として、

もうこれは商業活動は、私はするべきじゃないとまで思っているんです。 

 そこに町から補助があれば、そのときだけ補助金を受けて、そのときだけ、何か形だけ

残すというような形。結局、町屋再生にしても、今は、ほかの方がお引き受けしていただ

いている状況なんですけれども、それだって、ほかのところがお引き受けくだすったから

よかったようなもの、当初の目的からすると、確かにあかりは残っていますよ、のれんも

残っていますよ。だけど、町屋事業そのものっていうのが、もう、一番街なり中町なりが、

こういうように疲弊してきた状況の中でどうなのかなっていうことが非常に気になるとこ

ろなんです。 

 だから、金額的には確かに全体しても、そう大した金額じゃないと思っていらっしゃる

かもしれないんですけれども、町なかでいろんな再生をやろうと言った方々からすると、

はっきり言って、この創業支援についても、この５０万円ぐらいの金額でできるんかなと

いうのはあるんです。 
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 だから、どこに重きを置いて、どこを到達──私が目標と着地点と書いた一番大きな理

由というのは、目標をちゃんと持って、この創業支援事業補助金を出すには、最低５年間

はいてもらわんと困ると。そして、１店舗来たときには、それに付随する形で３店舗とか、

例えば５カ年で３倍とか５倍とか、ある一定の目標を決めて、ちゃんと着地点を決めてあ

げておかないと一生懸命にならないと思うんです。そこを１年ぽっきりのような。だから、

私はお金を出すんだったら、思い切って出してもいいと思うんです。５０万円じゃなくて

も、これへ２００万円ぐらい出してもいいと思うんです。本当にそれだけのあれがあるの

であればです。 

 だから、要するに言い方が悪いけど、お金をどぶに捨てるようなものだったら、この

５０万円ももったいない。６０万円ももったいない、８０万円ももったいない、１３０万

円ももったいない、どこにどういった補助をしていくのか、どういう目的を持っているの

か、そこ辺のところが明確にならない以上、商店街にお金を出していくこと、そのものは、

私はもうどぶに金を捨てるようなもんだと思っているんです。 

 だから、これは高鍋町が出しているから、いないからという問題じゃない。商業者の人

たちがしっかりとそこに足を踏ん張って、町なかを再生していただくという気持ちをしっ

かりと持ち続けていただかないと、あそこだけがよかったからいいわというものなのかど

うかということを、私は、だからこそ目標と着地点について述べていただきたいと言った

のは、そこがあるんです。そこの答弁が全然なかったと思うんです。 

 確かに目標と着地点ない場合もありますよ。オリンピックの聖火リレーだって、確かに

今年度限りの負担金でしょうから、ないと思いますよ。ダンプ購入にしても、新規事業で

はあっても、これはもう老朽化したものである。だから、そういうものじゃなくて、今、

いろんなものを立ち上げてやっていくっていう、地域政策課なりにしっかりとした目標と

着地点というのを持っておかないと失敗する事業だと私は言いたいんです。だから、そこ

があるのかということなんですよ。そこをしっかりと持っていかないとだめなんですよと

いうことを、私、申し上げているんです。 

 それと、先ほど、図書館の改修設計委託でありましたけれども、空調とかトイレとか、

それも目に見えるものを改修したいということのようなんですけれども、図書館に来てい

ただいている方のほとんどが、代表監査の報告でもありましたけれども、見ていくスペー

スが少ないと、みんなが行くような。 

 私、今回、初めて知ったんですけれども、コロナウイルスで宮崎県で出たといったとき

に、すぐ閉鎖になりましたよね。そしたら、車で次々、きょうはだめなんですねと言って

帰られる方が、まさか正直な話、朝からあんなにたくさんいらっしゃるとは、私、悪いけ

ど想像もしていなかったんです。だから、図書館の利用者ってこんなに多いんだっていう

ふうに、逆にこっちは思った次第なんです。 

 だから、そういうことも含めて図書館の改修設計委託についても、改修設計委託だから、

あそこで読むためのスペースというのをどうにかするべきかというところにはならないの
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かもしれないけど、その辺をどういうふうに考えていらっしゃるのか、この３点について

お伺いしたいと思います。 

○議長（青木 善明）  中村議員、自分の思い、考えは、もうカットしてください。 

○１１番（中村 末子君）  いいですよ。 

○議長（青木 善明）  総括質疑でございますので、あとは特別委員会で詳細についてはお

願いいたします。財政経営課長。 

○財政経営課長（徳永 惠子君）  財政経営課長。地方消費税交付金についてのお答えをさ

せていただきます。 

 議員おっしゃるとおり、こういった状況での地方消費税交付金を見込むということは、

大変不確定な要素も多いというふうには考えております。地方消費税交付金は、地方消費

税の収入額の２１分の１１に相当する額の２分の１を、一定基準により地方に交付される

ものでございます。地方消費税の率が上がったということでございますので、当然に、そ

の交付される額も上がるものとは考えております。 

 今回の計上につきましては、国の地方財政対策、あるいは今までの地方消費税交付金の

交付実績から算出をしたところでございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  地域政策課長。 

○地域政策課長（渡部 忠士君）  地域政策課長。お答えさせていただきます。 

 議員、只今ございました５つの新たな補助金でございますけれども、確かに、今までさ

まざま補助金、構えまして、いろんな団体ですとか、そういったところに補助してまいり

ました。その成果が、今あらわれているかというところを考えますと、所管課としてはじ

くじたるものがございます。 

 今回、新たにそれを組み直しまして、５つの補助金に分けて細かくやっていくというこ

とにしましたのは、まず、今までは団体ですね、そういったところに、商業者の団体に向

けて補助金を出していくというようなところ、主眼を置いておりましたんですけれども、

今回、創業支援補助金にいたしましても、新商品にしましても、空き店舗につきましても、

これらは個人の創業者を支援していきたいと、高鍋町でお店を開いていろんな商売をして

いきたい、町民の方にサービスをしていきたいという方を、町内、町外を問わず積極的に

支援していきたいというところを考えて、この補助金を新たに組み直したものでございま

す。 

 今回の補助金、特定の団体を想定してつくったものではございませんで、これから、特

に町外のそういった若手の創業者、いろんなお店を構えて出していきたいというお考えの

方に向けてもアピールできるような補助金にしていきたいということで考えておりまして、

金額のほうはちょっと低目にはなっておりますけれども、なおかつ、そういった方々の支

援をするために、お金を１回出して終わりではございませんで、例えば計画をお出しいた

だきまして、その計画についてしっかり審査させていただく。私どもと商工会議所、それ
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から町内の金融機関、宮崎銀行さんですとか高鍋信用金庫さん、宮崎太陽銀行さん、そう

いったところと一緒になって、その経営計画を検討させていただいて、それからまた補助

金を審査させていただいて、それが通った後も、議員のおっしゃるとおり、５年でも

１０年でも、ずっと高鍋町で商売をしていただけるように、店を構えていただけるように、

さまざまな支援を行っていきたいという仕立てを考えているところでございます。 

 また、着地点というところでございますけれども、一応この補助金、３カ年、展開をし

ていきたいというふうに考えております。３カ年の中で、さまざま御相談いただくことも

あると思います。申請を受けることになると思いますけれども、そういったところも常に

私どもでも勉強しながら、また、その制度に足りない部分、欠けている部分等あれば、そ

れを補うような形で少しでもバージョンアップして、そういった方々への支援ができるよ

うにしたいというふうに考えているところでございます。 

 ですから、今回、例えば３年間、５年間で何件とかいうところの着地点と、そういった

件数での着地点は、今回は想定していないところでございます。 

 以上でございます。 

○議長（青木 善明）  社会教育課長。 

○社会教育課長（稲井 義人君）  社会教育課長。図書館のあり方につきましては、現在、

図書館機能の分散化とか学習室機能なども含めて検討しております。構想をまとめて検討

中でございます。 

 監査委員からの指摘がありましたように、閲覧室の狭さ、それと書架の配架による車椅

子が通らない、いわゆるあの狭さとか、あのあたりも含めまして、古文書の保存も視野に

入れて考えてまいりたいと思っております。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。２番、永友良和議員。 

○２番（永友 良和君）  済みません、ちょっといいですか。もし訂正してもらえるんだっ

たらと思って。 

 今、中村議員が、商店街の補助金に対して、どぶに捨てるって言われたんですが、商店

街をどぶに例えるのはいかがかなと。これ議事録に載りますので、もし中村議員が訂正可

能であれば、訂正を要求いたします。 

○議長（青木 善明）  中村議員、今、永友良和議員の意見に対しまして、いかがでしょう

か。 

○１１番（中村 末子君）  別に商店街のことを勘ぐったわけじゃないから。 

○議長（青木 善明）  どぶに捨てるという表現は。 

○１１番（中村 末子君）  どぶに捨てるという表現は、そうやって、もったいないという

表現ですので。 

○議長（青木 善明）  じゃあ、もったいないということで……。（発言する者あり） 

 暫時休憩いたします。 

午前11時48分休憩 
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……………………………………………………………………………… 

午前11時48分再開 

○議長（青木 善明）  再開いたします。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第２１号令和２年度高鍋町国民健康保険特別会計予算について質疑を行いま

す。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番。中央医療審議会が政府に対して答申されましたけれど

も、今後の医療現場に関しての内容であります。 

 医療費に反映すると予想される事柄は何であったか。 

 また、筋委縮に関する治療費として、２歳までに特化しての薬が認可されましたけれど

も、新生児のうち──全国でどれぐらいいるのか、出生率があるのか、ちょっとわかりま

せんでしたけれども──２０名ぐらいいるということなんですね。その薬について、もし

高鍋町で国保加入者が発症した場合についての保険税の関連は出てくるのかどうか、確認

だけさせてください。 

 特定健診率について、目標を持って臨まれておりますけれども、達成するための方策と

して、今年度はどのような政策を持っておられるのかお願いしたいと思います。 

 それと、国保税徴収に関して、私も勉強不足だったんですけれども、年金受給者に関し

ての徴収のあり方は。どのようになっているのかお伺いしたいと思います。 

○議長（青木 善明）  健康保険課長。 

○健康保険課長（宮越 信義君）  健康保険課長。まず、医療費についてでございますが、

医療費につきましては、広域化となったことから、保険給付費につきましては、全額、県

の負担となります。しかしながら、急激な医療費の増額があった場合は、翌年度以降の納

付金に影響することが考えられます。 

 次に、特定健診受診率についてでございますが、第２期データヘルス計画において、本

年度の目標を５０％としております。令和２年度につきましては、４０歳からの特定健診

に加え、生活習慣病の早期発見、若年層の健康への意識強化のために１９歳以上から健診

を実施するとともに、集団健診の実施回数を、土日を含め、年２回から３回にふやすなど、

受診しやすい環境づくりに取り組んでまいりたいと考えているところでございます。 

○議長（青木 善明）  税務課長。 

○税務課長（杉  英樹君）  税務課長。国民健康保険の年金受給者の国保税の徴収につい

てということでお答えいたします。 

 年金受給者につきましては、特別徴収と普通徴収と２つに分かれて徴収を行っておりま

す。年金受給者に関しましては、平成２０年の４月に法改正が行われまして、後に述べま

す要件に該当する方は、年金からの特別徴収になるというふうに規定をされております。 
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 要件につきましては、世帯主を含みます国保の加入者全員が６５歳から７５歳未満であ

ること、年額の年金が１８万円以上であること、それとあわせまして国民健康保険税と世

帯主の介護保険料が、合計額が年金の２分の１を超えないことという条件があります。こ

の要件を満たしますと特別徴収になるということになっております。 

 また、その要件を満たしましても、年度途中での転入、社会保険からの離脱、そういう

ものが絡んだりすると、タイミングによっては普通徴収になってということがございます

ので、若干わかりにくい点はあると思います。 

 また、この件につきましては、国民健康保険の納付書発送時に、個別にチラシを毎回入

れさせていただいていますので、それをごらんいただくとわかりやすいかとは思っており

ます。 

 以上でございます。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第２２号令和２年度高鍋町後期高齢者医療特別会計予算について質疑を行い

ます。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  後期高齢者医療費の伸びがないような手立ては考えてあるのか

どうかお伺いします。 

 普通徴収分は毎年減だが、その要因は何でしょうか。 

 医療費の伸び率の算定基準は何であるのか、連合会からの説明はあったのかお伺いした

いと思います。 

○議長（青木 善明）  健康保険課長。 

○健康保険課長（宮越 信義君）  健康保険課長。お答えいたします。 

 まず、後期高齢者医療費の伸びの抑制についてでございますが、健康診査や健康相談に

より、病気の早期発見、早期治療が重要であることから、集団健診の実施回数を年１回か

ら３回へふやし、重症化予防へつなげてまいりたいと考えております。 

 次に、普通徴収分の減についてでございますが、保険料につきましては広域連合が算定

した額を、特別徴収、普通徴収分に案分して予算に計上しております。被保険者が年々増

加する中、普通徴収の割合が減り、特別徴収の割合がふえてきている状況でございます。 

 次に、医療費の伸び率の算定基準についてでございますが、医療費につきましては広域

連合が推計をしておりますが、平成３０年度までの実績及び令和元年度の実績見込みに乗

じて推計したものであるというふうに伺っております。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 
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 次に、議案第２３号令和２年度高鍋町下水道事業特別会計予算について質疑を行います。

質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番。計画の進捗率はどうなっているんでしょうか。また、

区域外からの要望はあるのかお伺いします。 

 使用料の伸びはキヤノンだけなんでしょうか。それにしては、当初説明からすると少な

いような気がするんですけれども、いかがでしょうか。 

 公営企業となるには無理があると考えますが、その理由は何か。水道事業と違い独立採

算方式となっておらず、一般会計から、現在２億円の拠出についてはどうなるのかお伺い

したいと思います。 

○議長（青木 善明）  上下水道課長。 

○上下水道課長（吉田 聖彦君）  上下水道課長。進捗率でございますが、年度途中のため、

平成３０年度末でお答えいたします。整備率は９７％、水洗化率は８４.４％となってお

ります。また、認可区域外からの住民からの要望は特段ございません。 

 次に、使用料の伸びにつきましては、キヤノンの分を考えております。元年度──今年

度ですね──につきましては、８月からのフル稼働ということもありましたので、その分

を考慮しております。 

 次に、公営企業についてでございますが、総務省から、人口３万人未満の市町村につき

ましても、令和５年度までに公営企業会計へ移行するよう通知文が来ているため、来年度

から着手するものでございます。このメリットといたしましては、固定資産を的確に把握

し、計画的な更新が可能となることと、議員のおっしゃりますとおり、独立採算につきま

しては非常に厳しいと考えております。既に移行した団体に聞いたところ、まだ一般会計

からの繰り入れで対応とのことですので、今後の課題だと考えております。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第２４号令和２年度高鍋町介護認定審査会特別会計予算について質疑を行い

ます。質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、議案第２５号令和２年度高鍋町介護保険特別会計予算について質疑を行います。

質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  要介護度４・５でないと紙おむつ支給はできないということな

んですけれども、家庭での介護となると、要介護度３からでないと難しいと考えますが、

できないのかどうかお伺いします。 

 元気で長生きを推奨している厚生労働省からは、いきいき百歳体操のほか、どのような

仕掛けを求めているのかお伺いします。 
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 介護される人より、介護している人へのフォローが必要だと思うんですけれども、どの

ような支援策があるのかお伺いします。 

 国民年金などで有料老人ホーム入所が難しく、家族介護で苦慮している人がいらっしゃ

るようなんですけれども、どのようなアドバイス及び施設側への対応を求めることはでき

ないのどうかお伺いしたいと思います。 

○議長（青木 善明）  健康保険課長。 

○健康保険課長（宮越 信義君）  健康保険課長。お答えいたします。 

 まず、紙おむつ支給についてでございますが、高鍋町在宅介護用品支給事業実施要綱に

基づき支給をしているところでございます。要介護３の場合には、町長が必要と認める者

と規定されておりますので、申請される方の状況や状態に応じて支給をしてまいりたいと

いうふうに考えております。 

 次に、厚生労働省における介護予防への仕掛けについてでございますが、現在の保険者

機能強化推進交付金に加え、健康寿命の延伸に向けた地域づくりや介護予防に重点を置い

たインセンティブ交付金を拡充し、自治体独自の取り組みを推進するというふうにされて

いるところでございます。 

 次に、介護者へのフォローについてでございますが、介護される方の状況や介護者の仕

事、生活の状況など、そのような状況を把握をいたしまして、適切な介護サービスを提供

することで負担軽減が図れるようにしてまいりたいというふうに考えております。 

 次に、有料老人ホームの利用希望についてでございますが、ほかの介護サービス利用や

各種助成事業の利用など、個別に相談・支援を実施してまいりたいというふうに考えてお

ります。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第２６号令和２年度高鍋町一ツ瀬川雑用水管理事業特別会計予算について質

疑を行います。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番。雑用水と飲料水では違いがあるんですけれども、雑用

水を利用されている方から、ある程度の処理された水のほうがありがたいのですがと言わ

れましたけれども、どこがどう違うのか、ちょっと私、説明をしていただければと思って

おります。 

○議長（青木 善明）  農業政策課長。 

○農業政策課長（横山 英二君）  農業政策課長。うちの雑用水管理事業で配水しておりま

す水は、基本的に畑かん用水と同じ水でございますので、消毒等、一切何の処理も行われ

ておりません。実際、畜産業を営んでおられる皆様に多く利用いただいておりますけども、

国の定める飼養衛生管理基準におきましては、家畜等には飲用に適した水を与えることと
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されておりますので、各農場で適切な消毒処理を行っていただく必要があるものというふ

うに認識しているところでございます。 

 以上です。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第２７号令和２年度西都児湯固定資産評価審査委員会特別会計予算について

質疑を行います。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番。委員会はあっても、相談件数はないということなんで

すけれども、固定資産評価委員会を置かなければならない法律的根拠は何なのでしょうか、

お伺いします。 

○議長（青木 善明）  総務課長。 

○総務課長（河野 辰己君）  総務課長。法律的根拠についてお答えをいたします。地方自

治法第１８０条の５第３項及び地方税法第４２３条第１項でございます。 

 以上でございます。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第２８号令和２年度高鍋町工業用地造成事業特別会計予算について質疑を行

います。質疑はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  この予算を見ますと、あとは造成事業で借金した公債費を返す

だけの予算であると考えるんですけれども、いつまでになっているのか。あと７年ぐらい

ですかね。 

 また、一般会計と一緒にできない理由、法的根拠を明らかにしていただきたいと思いま

す。 

 また、どうすればこれが解消できるのか、その辺のところもお伺いしたいと思います。 

○議長（青木 善明）  地域政策課長。 

○地域政策課長（渡部 忠士君）  地域政策課長。お答えいたします。 

 まず、返済期限についてでございますけれども、令和９年度で返済が全て終わる計画で

ございます。 

 次に、法的な根拠でございますけれども、地方財政法第６条及び地方財政法施行令第

４６条におきまして、工業用地造成事業の経理は特別会計を設けて行う規定がございます。 

 また、どうやって解消するかというところでございますけれども、こちらにつきまして

は、解消するとなりますと繰り上げ償還ということになります。こちらにつきましては、

財政と協議してまいりたいというふうに考えているところでございます。現時点では、ま

だ繰り上げについての判断はしていないというところでございます。 
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 以上です。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 次に、議案第２９号令和２年度高鍋町水道事業会計予算について質疑を行います。質疑

はありませんか。１１番、中村末子議員。 

○１１番（中村 末子君）  １１番。水が必要とされるのであれば、こちらは供給すること

はやぶさかではありませんけれども、新築は増加していても空き家となっている状況があ

るようなんですね。 

 そこで、お伺いしたいと思います。アパートなどについて、給水負担金は空き家であっ

てもいただけると思うんですけれども、そのための水量確保はできているのかどうかお伺

いします。 

 配水管整備事業の企業債が上がっているんですけれども、具体的にはどこの計画で、こ

れから先の計画概要は示されないのかお伺いします。 

 また、企業債に関して据置期間がないようなんですけれども、支払いについては問題は

生じないのかどうか、また、借入金返済について支障は来さないのか、お伺いしたいと思

います。 

 棚卸資産に関して、限度額を設定する法的な理由は何でしょうか。ファイナンスリース

資産とは何をもってするのか、また、そのことによって、水道事業がどう変化となるのか

お伺いしたいと思います。 

○議長（青木 善明）  上下水道課長。 

○上下水道課長（吉田 聖彦君）  上下水道課長。新築アパート等が、最近ふえている現状

でございますが、水量につきましては、計画給水人口を２万１,０００人、計画配水量

９,０００トンで設定しているため、給水に必要な水量は十分確保されているものと考え

ております。 

 次に、企業債の金額が上がっていることにつきましては、配水管布設替え工事におきま

して、国道１０号、俵橋から鬼ヶ久保地区を約１キロ、布設替えする計画をしております。

この分での工事負担金の上昇によるものでございます。今後の計画につきましては漏水箇

所や耐用年数等を考慮し、町道、県道の改良に合わせて随時工事を行っていく予定でござ

います。 

 また、企業債につきましては、議員のおっしゃるとおり、据置期間を設けておりません

が、支払いについて問題はございません。現在の経営状況や償還計画から、今後の返済に

ついても支障は出ないものと考えております。 

 棚卸資産につきましては、地方公営企業法施行令第１７条におきまして、棚卸資産購入

限度額を予算書に記載することとされておりますので、その額につきましては当該年度に

棚卸資産となり得る貯蔵品購入費、これは量水器、材料、薬品でございますが、この総額
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を限度額として計上しております。 

 次に、ファイナンスリースについてでございますが、水道事業では会計システム等の

リース契約、これがそれに当たります。この資産がリース資産となります。リース料が

３００万円以下の場合は賃借料として計上してもよいというのがあるんでございますが、

売買取引と同様に、資産及び負債の認識を可能とすることができるため、計上しておりま

した。通常の固定資産と同様に減価償却を行っていくため、会計処理に若干の影響はござ

いますが、事務においては特段変わることはないと考えております。現在はリース期間も

満了し、減価償却も終わっております。 

○議長（青木 善明）  ほかに質疑はありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  これで質疑を終わります。 

 以上で総括質疑を終わります。 

 お諮りいたします。議案第７号から議案第１９号及び議案２１号から議案第２９号まで

の２２件につきましては、お手元に配付しました付託議案審査日程表のとおり、それぞれ

所管の各常任委員会に審査を付託することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  異議なしと認めます。したがって、議案第７号から議案第１９号及

び議案第２１号から議案第２９号までの２２件につきましては、各常任委員会に審査を付

託することに決定いたしました。 

 お諮りいたします。議案第２０号の１件につきましては、議長を除く１３名をもって構

成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに付託して審査することにしたいと思

います。これに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（青木 善明）  異議なしと認めます。したがって、議案第２０号の１件につきまし

ては、議長を除く１３名をもって構成する一般会計予算審査特別委員会を設置し、これに

付託して審査することに決定いたしました。 

 ここで、正副委員長の互選を行うため、暫時休憩をいたします。議員の皆様は第３会議

室にお集まり願います。 

午後０時07分休憩 

……………………………………………………………………………… 

午後０時09分再開 

○議長（青木 善明）  再開いたします。 

 先ほどの一般会計予算審査特別委員会の設置に伴いまして、正副委員長の互選が行われ

ましたので、結果について報告いたします。 

 一般会計予算審査特別委員会委員長に緒方直樹議員、同じく副委員長に中村末子議員が

それぞれ互選されました。 
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────────────・────・──────────── 

○議長（青木 善明）  以上で、本日の日程は全て終了いたしました。 

 これで、本日は散会いたします。 

 お疲れさまでした。 

午後０時10分散会 

────────────────────────────── 

 


